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令和６年度松川町小中学校徴収金の口座振替について（お知らせ）

日頃から、本校の教育につきましてご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当町では給食費をはじめ定額の集金業務を口座振替により行っております。

本年度も振替を下記のとおり行いますので、集金事務が円滑に行われますよう格別のご協力をお願い

いたします。

記

１ 学校徴収金の種類 学年費、旅行積立金、ＰＴＡ会費を口座振替によって集金させていただいています。

（ＰＴＡ会費は家庭単位で計算されます）

２ 口座振替の期日 ４月より１月までの各月２５日です。ただし、金融機関の休業日の場合は翌営業

日になります。今年度の振替日は下記のとおりです。

前 営 業 日

振替回 振 替 日 ※この日までにご家庭の口座

へ入金してください。

１ 回 ４月２５日（木） ４月２４日（水）

２ 回 ５月２７日（月） ５月２４日（金）

３ 回 ６月２５日（火） ６月２４日（月）

４ 回 ７月２５日（木） ７月２４日（水）

５ 回 ８月２６日（月） ８月２３日（金）

６ 回 ９月２５日（水） ９月２４日（火）

７ 回 １０月２５日（金） １０月２４日（木）

８ 回 １１月２５日（月） １１月２２日（金）

９ 回 予備振替

１０ 回

【裏面あります】

３ 振替日に残高不足等のため振替ができなかった場合

再振替のお知らせ通知をお渡ししますので、通知書に記載された再振替日前日までに口座へ入金してく

ださい。（基本的には翌月１０日が再振替日です）

４ 再振替日にも残高不足等のため振替ができなかった場合

納付書をお渡ししますので、納付書に記載された期日までに、みなみ信州農協松川支所窓口に現金と納

付書を持って納入してください。都合で窓口に行けないときは学校でも受け付けますのでご連絡ください。

５ 松川中央小学校の今年度集金額

○振替は児童単位で行います。

○給食費は松川町より補助をいただき無償となっています。

○学年費・旅行積立について、学校で行われるテスト、修学旅行・5年宿泊学習のバス代は松川町

より補助をいただいているため、近隣町村より集金額を低く設定してあります。

○ＰＴＡ会費は家庭単位で４月１回のみの振替です。（令和5年度より400円減額）

費 目 ４～６月 ７ 月 ８～11月 年 額

学 年 費 3,125 625 － 10,000

児 童 貯 金 － 2,５00 3,125 １５,000

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2,500 － － 2,500

月 額 合 計 5,625 3,125 3,125 27,500

○毎月の振替・再振替・納付書発行時には手数料が加算されます。(現行 82ＢＫ・信金55円、農協33円）

○学年費の詳細な計画については、各学年からの予算書が後日配布されますので、ご覧ください。

○振替不納の際、農協での納付書振込は５５円です。

６ 会計報告について

○学 年 費 各学年から年度末に会計報告が配布されます。

○給 食 費 行事等で欠食した場合や長期の病気欠席の場合でも返金はありません。

○児童貯金 修学旅行等の行事のため払い戻した場合は、行事ごとに会計報告が配布されます。

年度末の残高については、３月にご家庭へ明細書をお配りし、内容を確認していただきます。

その後、卒業する６年生の口座残額は、松川中学校へ引き継ぎます。

松川中学校以外の中学校へ進学する場合は解約して返金します。

○ＰＴＡ会計 年度末の総会にＰＴA事務局から会計報告があります。

７ そ の 他

○登録してある口座の変更、解約等はしないようにしてください。やむをえず変更を希望する場合は、必ず

事前に学校に連絡してください。変更には時間を要しますので、変更希望がある場合は余裕を持ってご

連絡ください。
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